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〔提案理由〕 

各種委員会、審議会等に対する町議会からの申し入れ書に基づく委員構成

の改正に伴い、本条例に必要な改正をするために提案する。 
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二宮町総合計画審議会条例の一部を改正する条例 

 

 二宮町総合計画審議会条例（平成８年二宮町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「18 人」を「16 人」に改め、同条第２項中第１号を削り、第

２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

 

附 則 

この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 



 

   

二宮町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の新旧対照表  

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第３条 審議会は、委員16人以内で組織する。 第３条 審議会は、委員18人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 ２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

  (１) 町議会の議員 ２人 

(１) （略） (２) （略） 

(２) （略） (３) （略） 

(３) （略） (４) （略） 

(４) （略） (５) （略） 

(５) （略） 

 

(６) （略） 

 

 


